◆富士市企業立地促進奨励金【事業開始時】チェックリスト　
１　提出書類一覧
	No.
	書類名
	提出確認
	備考

	１
	事業開始届（第10号様式）　　　★
	
	

	２
	企業等概要調書（第３号様式）　●★
	
	指定申請時に提出いただいたものを事業開始時の内容に更新してください。

	３
	事業実施書（第４号様式）　　　●★
	
	指定申請時に提出いただいたものを事業開始時の内容に更新してください。

	４
	土地の注文書・請求書・領収書
（振込依頼書）の写し　　　　　●
	
	領収書（振込依頼書）に関しては、請求額と突合できるものが必要です。

	５
	建物の注文書・請求書・領収書
（振込依頼書）の写し　　　　　●
	
	領収書（振込依頼書）に関しては、請求額と突合できるものが必要です。

	６
	設備の注文書・請求書・領収書
（振込依頼書）の写し　　　　　●
	
	領収書（振込依頼書）に関しては、請求額と突合できるものが必要です。

	７
	固定資産台帳の写し　　　　　　　★
	
	貴社で管理している資産台帳を提出してください。

	８
	雇用者数一覧表　　　　　　　　●★
	
	指定申請時に提出いただいているものに、
事業開始時点の人数を追記してください。

	９
	新規雇用者名簿　　　　　　　　●★
	
	氏名・住所・生年月日・性別・職務の内容・雇用保険加入日（書式は問いません）

	10
	市内事業所従業員名簿と
新事業所従業員名簿　　　　　　●★
	
	氏名・住所・所属（書式は問いません）

	11
	新規雇用者の雇用保険被保険者
資格取得等確認通知書の写し　　　★
	
	ハローワークから届いているものです。新規雇用者分をご提出ください。

	12
	事業所台帳異動状況照会
（旧ヘッダー２）　　　　　　　●★
	
	ハローワークで取得（無料）

	13
	事業所別被保険者台帳照会　　　　★
	
	ハローワークで取得（無料）

	14
	建物の登記事項証明書　　　　　　★
	
	法務局で取得（有料）

	15
	市税の完納証明書　　　　　　　　★
	
	市役所収納課で取得（有料）※別紙参照


　
県の地域補助金　提出書類一覧（小企業で新事業所に１０人未満の会社以外は、原則提出）
	１
	法人の登記事項証明書　　　　　●
	
	法務局で取得（有料）

	２
	土地の登記事項証明書　　　　　　★
	
	法務局で取得（有料）。
賃借の場合は不要。

	３
	直近３年間の決算書　　　　　　●
	
	ＢＳ・ＰＬ・製造原価報告書・販管費及び一般管理費の内訳

	４
	公図　　　　　　　　　　　　　●
	
	取得した用地が複数の筆にわたる場合のみ必要。法務局で取得（有料）。

	５
	物流設備の用途や仕様が
わかる書類　　　　　　　　　　●
	――
	物流施設の場合のみ必要。

	６
	研究員名簿　　　　　　　　　　●★
	――
	研究所の場合のみ必要

	７
	研究員を証する書類　　　　　　●★
	――
	研究所の場合のみ必要

	８
	同族会社の判定に関する明細書　●
	――
	共同申請の場合のみ必要
（法人税申告書の一部[別表二]）


　●…事業開始日前に提出してください（公的書類は原則３ヶ月前以内に取得したもの）。
★…事業開始日後に提出してください（公的書類は原則３ヶ月前以内に取得したもの）。
　税証明の取得方法について
１ 法人が完納証明等の交付申請をする場合
⑴ 窓口へ来る方の公的機関発行の顔写真付き身分証明書（運転免許証、マイナンバー
カード等）と、法人の代表者印（ 実印）が押印された委任状をご持参ください。
※ 法人の代表者が窓口へ来る場合も、法人が代表者へ委任する旨の委任状が必要です。
⑵ 委任者及び受任者の双方が法人の場合は、受任者である法人から実際に来る方への
委任状が別途必要になります。
⑶ 直近に納付した税金がある場合には領収書を持参してください。
· 金融機関から市役所へ納付データがくるまでにタイムラグがあるため、直近の納付
について市役所で確認できない場合があります。
２ 個人が完納証明等の交付申請をする場合
⑴ 申請者本人が申請する場合は、公的機関発行の顔写真付き身分証明書（ 運転免許証、
マイナンバーカード等） をご持参ください。
⑵ 代理人が申請する場合は、公的機関発行の顔写真付き身分証明書（ 運転免許証、マイ
ナンバーカード等）と、申請者からの委任状（ 申請者が自署し押印したもの）をご持
参ください。
※ 市内在住で、同一世帯（ 同住所別世帯は不可）の方が代理人となる場合は、
委任状を省略することができます。
⑶ 直近に納付した税金がある場合には領収書を持参してください。
· 金融機関から市役所へ納付データがくるまでにタイムラグがあるため、直近の納付
について市役所で確認できない場合があります。
３ 共通事項
収納課管理担当の連絡先やウェブサイトのアドレス等を掲載してください。また、ウェブ
サイトに補助金等の交付申請の手続きに関する情報を掲載する場合には、税証明等の申請
についてのリンクを貼ってください。
○ 税証明に関する問い合わせ先
財政部 収納課 管理担当（市役所本庁舎３階南側中央）
連絡先 ０５４５－５５－２７２９（直通）
○ ウェブサイト
富士市トップページ > くらし・手続 > 各種証明書 > 税証明の申請について
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0206/fmervo000000b9xx.html

担　　当　　収納課管理担当
電話番号　　直通55-2729
内　　線　　2361、2362[image: image1.png]
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